
 初日用通信日付印の使用 

 

使用日時 会社 
郵便窓口の場合 郵頼による場合 

使用局又は 
使用支店名 

使用する初日用通信日付印
の種類 

受付局又は 
受付支店 

受付期限 使用する初日用通信日付印の種類 

平成 20年 

１月 28 日(月) 

(9：00～12：00) 

 

 

郵
便
局
株
式
会
社 

東京中央郵便局 

 

(1)及び(3)の初日印 

(1) 

 

 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

〒100-8799 

東京中央郵便局 

 

 

 

平成 20年 

1月 25日（金） 

当日消印有効 

 

 

 

 

(1)及び(3)の初日印 

(1) 

 

 

 

 

  

(3) 

 

 

 

 

(東京中央郵便局) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年には下線が入ります。 

 

郵
便
事
業
株
式
会
社 

丸の内支店 

(1)及び(3)の初日印 

(1) 

 

(3) 

 

〒100-8799 

丸の内支店 

 

(1)及び(3)の初日印 

(1) 

 

(3) 

 

(丸の内支店) 

 

 

 

 

 

１ 郵頼の場合は、記念押印のみを行い、引受消印は行いません。 

  また、記念押印する物件の大きさは、定形郵便物の最大寸法を超えないものに限ることとします。 

２ 初日用通信日付印はイメージ画像です。 

別紙２ 


